
  消 防 消 第 1 9 号  

  平成 31 年１月 22 日 

 

各都道府県消防防災主管部長 
東京消防庁・各指定都市消防長 

 

消防庁消防・救急課長

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

警防活動時等における消防職員の安全管理の再徹底について 

 

 

平成 31 年１月 22日、秋田県能代市の店舗併用住宅火災において、消防活動中に消

防職員２名が死亡するという極めて憂慮すべき事故が発生しました。 

現時点において、事故の詳細は不明ですが、今回の事故を鑑み、各消防本部におい

ては、「安全管理体制の整備について」（昭和 58 年７月 26 日付消防消第 90 号）及び

「警防活動時等における安全管理マニュアル及び訓練時における安全管理マニュア

ルの一部改正について」（平成 28年３月 31日付消防消第 63号）等に基づき、安全管

理体制の再点検及び安全管理マニュアルの再徹底を図るなど、事故防止に万全を期す

るようお願いします。 

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合及び広域連合を含む。）に対してこの旨周知されるようお願いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助

言として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

殿 

消防庁 消防・救急課  
職員第一係 田村・森重 
TEL：03-5253-7522 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 
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安 全 管 理 マ ニ ュ ア ル 「 一 般 火 災 」 よ り 抜 粋 平 成 2 8 年 ３ 月 一 部 改 訂 版
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